
平成 ２１年 ３月 ２７日

平成 ２１年度 ～ 平成 ２５年度

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

経常収支比率 91.30% 88.60% 91.20% 94.40% 96.20%

職員給与費比率 49.50% 50.50% 49.00% 46.90% 46.00%

病床利用率 83.80% 83.40% 90.00% 90.00% 92.00%

上記目標数値設定の考え方

病 床 数 ５００床

診療科目

(別紙４） 公立病院改革プランの概要

団　　　　体　　　　名 磐田市

プ　ラ　ン　の　名　称 磐田市立総合病院改革プラン

内科、腎臓内科、血液内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、リウマチ
科、精神科、小児科、外科、消化器外科、血管外科、呼吸器外科、整形外科、形成外科、
脳神経外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科、放射線診断科、放射線
治療科、麻酔科、歯科口腔外科、緩和医療科の27科 (医療法上標榜科目)

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標（主なも
の）

経営の健全化のためには、提供する医療サービスに対する適切な収入の確保と経営の
効率化による経費の削減の両方を徹底して行う必要がある。
効率的な病院経営を実施して単年度医業収支の黒字化に近づけるよう努力するととも
に、現在の未処理欠損金の早期の縮減を計るよう経営努力を継続して行う。

（経常黒字化の目標年度：平成25年度）

策　　　　定　　　　日

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

病 院 名 磐田市立総合病院

所 在 地 磐田市大久保５１２番地３

公立病院として今後果たすべき役
割(概要)
（注）詳細は別紙添付

１　自治体病院の役割である政策医療の提供と急性期医療の担い手としての役割
２　地域の住民が、質・量ともに充実した医療を安心して受けられる地域医療全体の質の
向上に貢献する中心的役割

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要）
（注）詳細は別紙添付

市の財政運営及び病院経営双方の健全性を維持していくには、地方公営企業繰出基準
を遵守しつつ、一般会計からの負担に制限を設ける必要がある。



団体名
（病院名）

１９年度実績 ２０年度実績 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

紹介率 41.2% 49.9% 60.0% 65.0% 70.0%

逆紹介率 26.5% 29.6% 40.0% 45.0% 50.0%

新入院患者数 9,994人 10,204人 10,800人 10,800人 11,400人

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況 １８年度 85.40% 1９年度 83.80% ２０年度 83.40%

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築
計画の状況等

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

○患者の視点に立った医療サービスを提供するため、職員の意識の徹底を図る。
○短期任用制度(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律)を活用し、
高度で専門的な知識･経験を有する職員を採用し、経営改善を図った。今後は、コ・ソーシ
ングの考え方を導入し、市職員と専門分野を担う委託･派遣職員等とのコラボレーションに
より、さらなる経営改善を図る。
○職員の勤務･給与体系について抜本的な改革を検討します。
○経営改善に資するため、人事考課制度を導入する。

○事業規模
入院患者数は、周産期母子医療センター設置、救命救急センター指定、がん診療連携拠
点病院の指定等、急性期機能の強化により、増加が見込まれる。このため、現状の病床
数を維持するとともに効率的な運用を図る。
○事業形態
機動性、柔軟性、透明性が発揮でき、経営の権限と責任が明確である経営形態について
検討した結果、平成20年4月より地方公営企業法の全部適用による経営形態に移行し、
経営改善に取り組んでいる。

○医療サービスの基本である医療安全の強化を通じて、必要在庫の見直し、不要な物品
の削減等コスト削減を図る。
○住宅・建築物高効率エネルギーシステムの導入
○薬剤･診療材料等の適正価格の維持

○診療機能の充実･強化
・医療スタッフの増員と教育･研修の充実等による技術向上
・効果的な医療機器の更新
・患者の安心な療養、職員が安全で働きやすい職場等の環境整備
○適正な診療報酬
・医療機能に応じた適切な診療報酬の確保
・診療報酬改定への適切な対応
・診療報酬を適正に算定･請求する仕組みの構築による診療報酬確保
・未収金等の削減

各年度の収支計画

そ
の
他
の
特
記
事
項

入院患者数は、周産期母子医療センター設置、救命救急センターの指定、がん診療連携
拠点病院の指定等、急性期機能の強化により増加が見込まれる。このため、現状の病床
数を維持するとともに効率的な運用を図る。

磐田市
(磐田市立総合病院)



団体名
（病院名）

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

経営形態の現況

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
係
る
計
画

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

○中東遠2次医療圏においては、磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市及び森町
の５市１町すべてにそれぞれ公立病院が配置されている。
○掛川市立総合病院と袋井市立袋井市民病院は、医師不足による経営環境の悪化、施
設の老朽化等を受け、平成24年度までに統合する予定である。

都道府県医療計画等における
今後の方向性

中東遠2次医療圏においては、公立病院が地域医療の中核となっている。このため、今
後、県医療計画において、地域の医療機関の相互連携と機能分担などについて検討して
いく必要がある。
なお、地域医療再生計画においては、６公立病院を２基幹病院と３地域・後方支援病院に
再編する方向性が示されている。

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

＜時　期＞

平成25年度

＜内　容＞
再編･ネットワーク化の方向については、中東遠2次医療圏
における病病連携を基本に、当面、公立森町病院との医療
連携及び協力に関する協定に基づく連携強化と浜松医科大
学の支援･協力による医師派遣を中心に、県の医療計画と
の整合性を図る中で、その方向について経営会議、管理者
会議において評価･検討を行う。

経営形態の見直し（検討）の方向
性

（該当箇所に

その他特記事項

経営形態見直し計画の概要
＜時　期＞

平成25年度

＜内　容＞
経営形態の見直しは、経営改善の推移を見る中で、経営会
議、管理者会議において検討する。

点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合そ
の概要）

○磐田市立総合病院運営懇話会、経営会議、管理者会議において定期的に点検･評価
を行う。
○磐田市立総合病院運営懇話会は、磐田市立総合病院の運営に関すること、地域医療
に関すること等について多様な視点から協議するため、市民の代表者、磐田市医師会等
の推薦を受けた者、学識経験のある者等により組織する常設の協議機関。
○経営会議、管理者会議は、病院の運営全般にわたって協議･決定する会議。経営会議
は毎月、管理者会議は毎週開催。

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

点検・評価の時期(毎年○月
頃等）

毎月の経営会議等において実績に対する点検･評価を行う。2･3月に実績の総括的な点
検･評価を行い、次年度の目標等を設定する。

磐田市
(磐田市立総合病院)

（該当箇所に

討中の場合は複数可）

公営企業法財務適用

指定管理者制度

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

地方独立行政法人

レ

レ












